
県立学校において
　自転車用ヘルメットを
　　　　　　着用します！

●県立大田原女子高等学校と宇都宮短期大学附属高等学校の生徒が協力し、ヘルメット着用促進
　動画を作成しました。是非ご覧ください！

栃木県教育委員会事務局学校安全課　栃木県生活文化スポーツ部くらし安全安心課

【各県立学校の主な取組】
・自転車用ヘルメット着用（併せて損害賠償責任保険加入）を自転車通学の許可条件に追加
・交通安全講話や自転車点検などを通した継続的な指導　・警察等と連携した交通安全教室の実施
・生徒が主体となったヘルメット着用促進の取組　　　　・保護者への啓発活動　　　　　など

URL:https://youtu.be/jyA7w46xjAU

栃木県高校生自転車ヘルメット
着用推進キャラクター　まもる君

　栃木県教育委員会では、生徒の安全を最優
先に考え、県立学校の自転車通学者にヘル
メットを着用してもらうこととしました。



●高校生を含む10代後半は自転車乗用中の年齢層別死傷者数が多くなっています。

●自転車事故の死亡者の多くが頭部に致命傷を負っています。
●自転車事故の頭部負傷による死者・重傷者は、ヘルメット非着用では着用時の約1.7倍となります。

○本県の条例※でもすべての自転車利用者が乗車用ヘルメットの着用に努めることと
　されております。自転車利用時は乗車用ヘルメットを着用しましょう。
○また、自転車利用者は自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。

自転車による交通事故でも、自転車の運転者に多額の損害賠償責任が生じるおそれがあります。

【高校生の自転車事故による高額賠償事例】

本条例の対象となる補償制度については、栃木県高等学校ＰＴＡ連合会の保険のほか、栃木県のホームページ
（http://www.pref.tochigi.lg.jp/c03/jitennysajyoureihp.html）等を参考にしてください。

※「栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」
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（引用：警察庁）

自転車乗用中の年齢層別死傷者数の割合
（令和2年～令和6年合計）
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ヘルメット着用有無別頭部損傷率比較
（令和２年～令和6年合計）

����
����
����
����
����
����
����
���
���
���
���
���

（％）

（注）自転車乗用中の死者・重傷者における人身損傷
　　　主部が「頭部」であった者の構成率を比較した。

自転車乗用中死者の人身損傷主部位（致命傷の部位）
（令和2年～令和6年合計）

合計 1,792人

・「その他」とは、顔部、腹部等をいう
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（引用：警察庁） （引用：警察庁）

高松高裁死亡 警察官 高校生・通行違反 令和２年７月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（引用：（一社）日本損害保険協会）

栃木県自転車条例


